
に関する基&l的記録を必要とすること。

2 采111券類の性質 ・ 様式および物品会計上，乗車券類の IU

納保管に以lする事項を IlJlらかにする必裂があること。

乗車券絡には第 1 号表と告~; 2 号表との別がある。第 1 号表は

甲 ・ 乙 ・ 丙の 3 片制炭酸紙式で， 乗車券類の前月からの繰越数

:@: . 等級極別・ 駅名 ・ 経由 ・ 割合および当月中の受入番号なら

びに 1 箇月間の発売数量 ・ 湿気 ・ 料金等を記入して，甲 - 乙片

を若手査課へ提出し，丙片を控として保存する。

第 2 号表は 1 片H刊で，毎月初日から月末までにおいて， 毎日

分ごとの来事券類の発売数iE， 五I!賃料金および係員交代の際の

引継事項を記入整理するもので， 毎日分ごとに別表を使用し，

第 l 号表の残存初祷号欄の位i泣を接合し， tlH 号表の上に順次

つづり込んでゆく仕組みになっている。なおこの表は駅の主主と

して保存しておく。(伊藤孝)

じようし々けんるい 乗車券類 乗車券 ・ 采船券 ・ 乗車船券 ・

急行券 ・ 特別 2 ~事IIi券 ・ 特別 2 等船室券 ・ 寝台券 ・ 入浴券 ・ 車

内有Ii充券 ・ 特殊ー有Iì充券 ・ 車内楽換券 ・ 船内梁主主券 ・ 自動車区!日1

変更券および入場券等の総称。

l 乗車券の法律上の性質

(1) 旅客巡送契約は諾成契約であって，その成立には何らの

方式を必:;.gとしないが，鉄道その他の旅客連送には一般に乗車

券が使用されている。

乗車券は旅客五I!送における ， 旅客の乗車請求権を表象する有

仙i証券であるというのが通説。来事券をもって単なる証拠証券

に過ぎないとして， 有価証券性を否定する説があるが通説では

T正し、。

鉄道巡送に使用される無記名の普通乗車券は，祭事諮求権を

表象する有fillî語E券であるが，政欽(かいきょう )によって有側証

券牲を失い譲渡し得ないもの となる。己主鉄によ り巡送されるべ

き人が特定するからである。定期乗車券および回数乗車券は，

来事を請求する基本格を表象する有fîllî証券であ って，現実の衆

車ごとに発生する五I!送契約上の権利は， この包括的な基本格の

行使により支分発生するものである。記名式のものは譲渡し得

ない。

回数3lVI工券のうち ， 主I!送区間の具体的に決定していない市街

也事や言葉合自動車の回数乗車券の性質については疑問がある。

判例は巡送業者と公衆との聞に， 他日成立することあるべき巡

送契約による乗車uの前払があったことを託する架券に過ぎな

いものであって，その発行によってその所持人との間に， 旅客

運送契約またはその予約が成立したもの と解することはできな

いと判示している。その結果として，回数乗車券購買者は採草

u低滅の場合には，すでに支払った運送i立との差額の返還を計i

求し得るとともに， WI額の場合にはその不足傾を支払うことを

援することとなる。またW~Y;主は一極の'叉l民iliEであ って， 運送契

約上の深草請求権を表象するものではないから，一般の乗車券

とははなはだしく性質が異なっている。

(2) 鉄道主I!送における乗車券の記載事項については，鉄道迎

愉規程は通用区間・通周期間 ・ 客車の等級 ・ 運賃および発行の

日付を記51主することを要する旨定めている。なおこの記lIR事項

は運輸大臣の認可を受けて省略することができる。特殊の采11工

券については認可は必弘tてJなし、(鉄道巡輸規稜第 12 条)。

国鉄では旅客および荷物五I!送規則で，乗車券の券図表示事項

を定めているが， 鉄道運輸鋭裂の定める記獄事項のほか， 経路

の表示を必要とする場合はその経路および発行駅を表示するこ

とにな っている。なお臨時に発売する乗車券その他の特殊な言語

車券は関係駅に掲示したのち，表示事項の一部の省略または追

じようしゃけ

加lをすることができる{旅客および荷物巡送規則第 16 条)。

乗車券はその券面記載の通用区間 ・ 通周期間 ・ 等級に対して

のみ有効であるが，記名乗車券は記名本人以外の者に対し， 学

生生徒のように特定身分の者に対し\!fU 5 I Jlli貨で発行された来事

券は， かかる身分のない者に対し， 小児乗車券は大人に対して

はいずれも無効である。しかし上級の等級の乗車券は下級の等

級の乗車に対し有効であり ， また大人用乗車券は小児の乗車に

対し有効である旨， 上記旅客および荷物運送鋭則は定めている

(第 23 条)。

(3) 乗車券が表象する乗車請求権の内容は， 乗車券の極類に

よって異なるが， 現在国鉄で使用されている乗車券について述

べるとつぎのとお り である。

普通乗車券は券頭記lIRの等級および経路で， 記載の区間を来

事する ことを請求する権利を表象するが，そのうち片道乗車券

は l つの請求権， 往復乗車券は往路および復路に対する 2 つの

請求権， 回遊来事券は券片ごとの絞数の訪求権を表象する。

定期乗車券は一定期間 ・ 一定区聞を方向に制限なく，幾回で

も乗車することを内容とする基本的権利を表象し，現実の来事

はこの基本権から生ずる支分権の行使である。

回数乗車券は定期乗車券とだいたい問機の権利を表象するが，

E事し得る回数に制限ある点， 乗車し得る者が特定の 1 人にか

ぎらない点が異なる。

団体乗車券は等級 ・ 区間 ・ 経路等運送条件を同一にした， 券

面記載の人民を運送することを請求する権利を表象する。

貸切乗車券は答111または車室を専用し， 他の旅客を混梁させ

ないで運送することを請求する権利を表象する。

(4) 旅客が旅行を終了したときには，乗車諮求権が消滅する

結果，乗車券はその発行の目的を到達して効力を失う。衆車券

を使用しないときでも適用期間満了てa無効となる。国鉄では巡

送約毒えたる旅客および荷物運送規則てう梁111券が無効となる場

合をその他にも倍々定めている(第 36 ・ 37 ・ 39 ・ 42 条等)。無効と

なった乗車券は欽道はこれを回収する必要がある。かかる乗車

券を係員に交付する義務あること を前提として， 鉄道営業法第

18 条および鉄道運輸規程第 19 条は， 衆車券収集の際波さない

旅客に対し，制J:l'i泡i貨を諮求し得る旨規定している。図鉄の旅

客および荷物主I!送規則は， 旅客にかかる乗車券の引渡義務ある

ことを明文をもって規定している(第 44 条)。

2 国鉄の衆車券類

(1) 乗車券実質の製作

現在国鉄で使用している乗車券類は，その性質および取扱の

統制j等を考慮して，一般印刷業者には製作させず， 国鉄直営の

印刷場で，原紙の受入 ・ 字模様の印刷 ・ 裁断 ・ 印刷 ・ 現品の監

査等製作に関するいっさいの事項を整備し， 駅に配給する制度

になっている。

(2) 乗車券類の着色 ・ 字鋭機および紙'i't

乗車券類には，等級その他の識別に使ならしめるため， 一定

の着色を施すほか，その有価証券としての性質， 偽造 ・ 変造防

止，旅客に美しい感じを与える等諸般の<]r. t;'，'を考慮して， これ

に一定の字後織を表示するとともに， その紙質をも一定してい

るい乗車券の表示事項)。

来事券類の揖('i'tは，大別して通称硬券(衆車券板紙)と軟券(模

造または上質)とに区分される。取!券は表 ・ しん ・ 裂の3K!I合わ

せでその平滑度およびイソキの吸収度等を配慮するの裂がある。

これは原則として普通乗車券 ・ 急行券(車内急行券を除く) ・ 特

別 2 等車券(車内特別 2 等卒券を除く) ・特別 2 等船室券・寝台券

(外国人用を除く) ・ 入浴券 ・ 船内乗換券 ・ 脅迫入場券等で， 17 

一一一 787 一一一




